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国
民
年
金
保
険
料
は
便
利
で
安
心

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
平
成
25
年
８
月
22
日
に
第
42

回
全
国
消
防
救
助
技
術
大
会
が

広
島
市
で
開
催
さ
れ
、
本
町
が

消
防
事
務
を
委
託
し
て
い
る
広

島
市
消
防
局
の
安
芸
消
防
署
救

助
隊
員
が
、
障
害
突
破
種
目
に

お
い
て
全
国
１
位
、
警
防
隊
員

が
人
命
救
助
種
目
に
お
い
て
全

国
５
位
入
賞
を
果
た
し
ま
し
た
。

（
総
務
課
）

ひだまりサロン情報

上段：警防隊員　下段：救助隊員

　
「
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
平
成

25
年
６
月
21
日
に
公
布
さ
れ
、

今
後
１
年
以
内
に
随
時
施
行
さ

れ
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
住
民
の

責
務
と
し
て
生
活
必
需
物
資
等

の
備
蓄
及
び
防
災
訓
練
へ
の
参

加
が
明
記
さ
れ
た
ほ
か
、
地
区

内
の
防
災
活
動
に
関
す
る
計
画

（
地
区
防
災
計
画
）
を
町
の
地

域
防
災
計
画
に
定
め
る
べ
く
、

防
災
会
議
に
提
案
す
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど

の
災
害
時
の
避
難
に
特
に
配
慮

が
必
要
な
方
に
つ
い
て
の
名
簿

の
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
、
関

係
機
関
と
の
情
報
共
有
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

　
町
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
も

の
以
外
に
つ
い
て
も
、
今
後
、

関
係
機
関
等
と
調
整
し
、
住
民

の
皆
様
の
協
力
を
得
な
が
ら
施

策
に
移
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

（
総
務
課
）

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
成
立
し
ま
し
た

第
42
回
全
国
消
防
救
助
技
術
大
会

保
険
年
金

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘

れ
が
あ
る
と
、
将
来
受
け
取
る

老
齢
基
礎
年
金
の
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
万
一

の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
に
し
て
お
く
と
、

毎
月
、
納
め
に
行
く
時
間
と
手

間
が
か
か
ら
ず
便
利
で
安
心
で

す
。
ま
た
、
口
座
振
替
の
な
か

に
は
割
引
の
あ
る
お
得
な
振
替

方
法
（
早
割
・
一
年
前
納
・
半

年
前
納
）
も
あ
り
ま
す
。

　
お
申
し
込
み
方
法
は
、
口
座

振
替
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記

入
・
押
印
（
金
融
機
関
の
届
出

印
）
し
て
お
近
く
の
年
金
事
務
所

に
お
申
し
込
み
さ
れ
る
か
、
金
融

機
関
窓
口
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

広
島
南
年
金
事
務
所

253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課

820
‐
５

６
０
４

　
私
た
ち
が
暮
ら
す
社
会
に
は

障
害
を
も
つ
人
に
関
す
る
マ
ー

ク
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の

コ
ー
ナ
ー
で
は
そ
ん
な
マ
ー
ク

を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

【
今
月
の
マ
ー
ク
】

【
問
題
】
○
○
障
害
者
の
安
全

や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
考
慮
さ
れ

た
建
物
、
設
備
、
機
器
な
ど
に

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
信
号
機

や
国
際
点
字
郵
便
物
・
書
籍
な

ど
で
身
近
に
見
か
け
る
マ
ー
ク

で
す
。
○
○
に
は
何
が
は
い
る

の
で
し
ょ
う
。

①
視
覚

②
聴
覚

（
答
え
は
次
の
ペ
ー
ジ
右
下
に
）

（
福
祉
課
）

こ
の
マ
�
ク
は
ど
ん
な
意
味
？

〜
障
害
者
に
関
す
る
マ
ー
ク
紹
介
④
〜

広報「くまの」などの町からの配布物はできるだけ早く配布してください。

　広報「くまの」に掲載されている情報の中には締め切りのあるものもあります。
　配布物取扱いの係にあたっている方は、広報「くまの」等の町からの配布物が届いたら、
できるだけ早く配布してくださいますよう、ご協力をお願いします。
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子育て支援センター
　　　エンゼル通信

●「パパとおひさま」（毎月第2土曜日９：30～11：30）
　お父さんととっておきの楽しい時間を過ごしましょ
う。町内在住や里帰り中の親子さん遊びに来てください。
もちろんご家族でもOK！。室内でも公園でも遊べます。
※11月9日（第２土曜日）の｢パパとおひさま」はお休みです。
●西部地域健康センター文化祭
日時：11月9日（土）９：30～15：00
内容：文化講座の展示、発表（午前）。
雑貨製作（要申込）：空き瓶スノードーム 13：00～13：30、
牛乳パックで作るキッズチェアー 13：35～14：30
※見本はセンター１階入り口に展示しています。
定員：各10組　要申込（定員になり次第締め切り）無料
対象：親子及び一般
※詳しくはセンターにお問い合わせください。

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　 820-5502　 820-5503
開設日時（※年末年始、祝日除）：月～金曜日９：30 ～ 17：00
〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合い
ながらゆとりある子育てができるよう応援していま
す。親子はもちろんのこと、孫育て中のおじいちゃ
ん、おばあちゃんもぜひご利用ください。

●子育て支援センターの主な予定（いずれも 11：30 に終了）

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育
児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。
※パステルルーム開催日に西部地域健康センター内子
育て支援センターでも「おひさまルーム」を行います。

●おひさまルーム（上記以外の日程の９：30～11：30）
●ほっとるーむ（月～金曜日13：00～15：30）
●「うたとおはなしの広場」（第１・３金曜日14：30～15：00）

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）
11日（金） ９：30 にこにこベビー（1歳～ 1歳 5カ月）
15日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）
25日（金） ９：30 わくわくキッズ（2歳 6カ月以上）
11月5日（火） ９：30 ふわふわベビー（11カ月までの乳児）
11月6日（水） 10：30 子育てなるほど講座「泣く」
11月8日（金） ９：30 にこにこベビー（1歳～ 1歳 5カ月）

実施日 開始時間 場　　所
17日（木） ９：30 中 央 ふ れ あ い 館

答え①視覚　 世界盲人会連合で 1984 年に制定された盲人のための国際
シンボルマークです。

11
月
９
日
㈯
午
前
９
時
半
〜

午
後
３
時

西
部
地
域
健
康
セ
ン
タ
ー

　
西
部
地
域
健
康
セ
ン
タ
ー
は
、

平
成
13
年
６
月
の
オ
ー
プ
ン
か

ら
12
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　
健
康
セ
ン
タ
ー
で
は
、
介
護

予
防
の
取
組
み
の
一
環
と
し
て
、

各
種
文
化
講
座
や
通
所
型
サ
ー

ビ
ス
の
「
生
き
が
い
サ
ロ
ン
」

を
開
催
す
る
ほ
か
、
子
育
て
支

援
な
ど
、
多
彩
な
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
の
文
化
祭
で
は
、
生

西
部
地
域
健
康
セ
ン
タ
ー

創
立
11
周
年
記
念
文
化
祭

き
が
い
文
化
講
座
、
自
主
グ

ル
ー
プ
の
書
道
、
絵
手
紙
、
折

り
紙
、
生
け
花
、
小
物
作
り
な

ど
の
作
品
展
示
の
ほ
か
、
太
極

拳
の
実
演
（
10
時
〜
10
時
半
）

健
康
体
操
の
実
演
（
10
時
40
分

〜
11
時
10
分
）
、
フ
ラ
ダ
ン
ス

の
実
演
（
11
時
20
分
〜
11
時
50

分
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
は
、
楽
し
い
「
製
作
の
イ
ベ

ン
ト
」
を
用
意
し
、
皆
さ
ん
の

お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
皆
さ
ん

に
親
し
ま
れ
る
健
康
セ
ン
タ
ー

を
目
指
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
ご
支
援
・
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

（
当
セ
ン
タ
ー
の
事
業
内
容
は
、お

気
軽
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

西
部
地
域
健
康
セ
ン
タ
ー

820
‐
５
５
０
１

《介護保険サービスを利用するには》

▽役場福祉課へ申請
※対象
・介護や支援が必要な65歳以上の方
・ 特定の病気がもとで介護や支援が
必要な40歳以上65歳未満の方

▽要介護認定
　訪問調査・医師意見書をもとに介
護が必要な状態かどのくらいの介護
が必要なのか審査します。
▽介護サービス計画の作成
・要支援１か２　地域包括支援センター
・要介護１～５　居宅介護支援事業所
　サービス計画を利用者や関係者と
相談し作成します。
▽介護サービスの利用
　計画に基づき、サービス事業所と
契約し利用開始となります。
・非該当の場合
　介護予防事業の利用などを行い身
体機能の低下を予防していきましょ
う。
熊野町おとしより相談センター
820－５６１５ （福祉課）

熊野町おとしより相談センターに
おまかせください（24）


